
 

 

 

 

静岡県浜松内陸コンテナ基地 

指定管理者募集要項 

付属資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年９月 

 

静岡県経済産業部企業立地推進課 

 

 



目   次 

   

１ 浜松内陸コンテナ基地事業概要 令和元年度（２０19 年） ························································ １ 

２ 令和元年度 施設利用実績·············································································································16 

３ 条例、規則、要領等····························································································································17 

(1) 静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び管理に関する条例 ··········································17 

(2) 静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び管理に関する条例施行規則·························25 

(3) 静岡県浜松内陸コンテナ基地管理運営要領 ········································································28 

(4) 静岡県浜松内陸コンテナ基地コンテナヤード目的外使用基準 ········································32 

４ 浜松内陸コンテナ基地主要施設平面図 ·······················································································33 

(1) コンテナ・フレート・ステーション１号棟······················································································33 

(2) コンテナ・フレート・ステーション２号棟······················································································34 

(3) 管理棟··············································································································································35 

 (4) くん蒸棟 ···········································································································································36 

(5) トラック・チェック・ブース ···············································································································37 

(6) 車庫 ··················································································································································37 



 

 

 

 

１ 浜松内陸コンテナ基地事業概要 

令和元年（2019 年） 



 



１



２



３



４



５



６



７



８



９



10



11



12



13



14



15



 



 

 

 

 

２ 令和元年度 施設利用実績 
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静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び管理に関する条例 

昭和46年3月15日 

条例第6号 

静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置、管理及び使用料に関する条例をここに公布する。 

静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び管理に関する条例 

(題名改正〔平成17年条例57号〕) 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び管理に関し必要な事項を定め

るものとする。 

(一部改正〔平成17年条例57号〕) 

 

(設置) 

第2条 外国貿易の振興に寄与することを目的として、静岡県浜松内陸コンテナ基地(以下

「コンテナ基地」という。)を浜松市に設置する。 

(一部改正〔平成17年条例57号〕) 

 

(事業) 

第3条 コンテナ基地は、次に掲げる事業を行う。 

(1) コンテナ基地を輸出入業者その他の輸出入貨物を取り扱う者(以下「輸出入業者等」

という。)の使用に供すること。 

(2) 外国貿易に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

(3) 輸出貨物のコンテナ化の促進に関すること。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事業を行

うこと。 

(追加〔平成17年条例57号〕) 

 

(開場時間) 

第4条 コンテナ基地の開場時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、知

事は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

(追加〔平成17年条例57号〕) 

 

(休場日) 

第5条 コンテナ基地の休場日は、次のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると

認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。 

(1) 日曜日及び土曜日 
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(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 

(追加〔平成17年条例57号〕) 

 

(使用の承認) 

第6条 コンテナ基地のコンテナ・フレート・ステーション、コンテナ・ヤード又はくん蒸

棟(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならな

い。 

2 前項の承認には、コンテナ基地の管理のために必要な限度において、条件を付すること

ができる。 

(一部改正〔平成17年条例57号〕) 

 

(使用の不承認) 

第7条 知事は、前条第1項の承認を受けようとする者の使用が次の各号のいずれかに該当

するときは、同項の承認をしないことができる。 

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

(2) コンテナ基地の管理上支障があると認めるとき。 

(3) その他その使用が不適当であると認めるとき。 

(一部改正〔平成17年条例57号〕) 

 

(譲渡等の禁止) 

第8条 第6条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、

又は転貸してはならない。 

(追加〔平成17年条例57号〕) 

 

(使用の承認の取消し等) 

第9条 知事は、使用者について次の各号のいずれかの事実が判明したときは、その承認を

取り消し、又は使用を制限することができる。使用者の使用が、第7条各号のいずれかに

該当することとなったときも同様とする。 

(1) 第6条第2項の規定により付された条件に違反していること。 

(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたこと。 

(追加〔平成17年条例57号〕) 

 

(原状回復) 

第10条 使用者は、その使用を終わったときは、当該施設を速やかに原状に復さなければ

ならない。前条の規定により使用の承認の取消し又は使用の制限を受けたときも、同様
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とする。 

(追加〔平成17年条例57号〕) 

 

(指定管理者による管理) 

第11条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3

項の規定に基づき、法人その他の団体で知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)

にコンテナ基地の管理に関する業務を行わせるものとする。 

2 前項のコンテナ基地の管理に関する業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 第3条第1号に掲げる事業に関する業務のうち、次に掲げるもの 

ア 第4条ただし書の規定による開場時間の変更 

イ 第5条ただし書の規定による臨時の開場又は休場の決定 

ウ 第6条第1項の規定による使用の承認及び同条第2項の規定による条件の付与 

エ 第7条の規定による使用の不承認(同条第1号に掲げる事由による使用の不承認を

除く。) 

オ 第9条の規定による承認の取消し又は使用の制限(第7条第1号に掲げる事由が生じ

たことを理由とする承認の取消し又は使用の制限を除く。) 

(2) 第3条第2号から第4号までに掲げる事業に関する業務 

(3) コンテナ基地の維持管理に関する業務 

(4) 前3号に掲げるもののほか、コンテナ基地の管理に関して知事が必要と認める業務 

3 指定管理者は、前項第1号アの変更又は同号イの決定を行う場合には、知事の承認を受

けなければならない。 

(追加〔平成17年条例57号〕) 

 

(指定管理者の指定の申請) 

第12条 前条第1項の規定による指定は、コンテナ基地の管理を行おうとするものの申請に

より行うものとする。 

2 前項の申請は、規則で定める申請書に事業計画書その他の規則で定める書類を添付して

行うものとする。 

(追加〔平成17年条例57号〕) 

 

(指定管理者の指定) 

第13条 知事は、前条第1項の申請があったときは、次の各号に掲げる基準のいずれにも該

当するもののうちから、最も適切にコンテナ基地の管理を行うことができると認められ

るものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

(1) 事業計画書の内容が、輸出入業者等の平等な使用を確保することができるものであ

るとともに、サービスの向上が図られるものであること。 
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(2) 事業計画書の内容が、コンテナ基地の効用を最大限に発揮できるものであるととも

に、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。 

(追加〔平成17年条例57号〕) 

 

(指定管理者の指定等の公示) 

第14条 知事は、前条の規定による指定を行い、又は法第244条の2第11項の規定により指

定を取り消し、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示

するものとする。 

(追加〔平成17年条例57号〕) 

 

(利用料金の納付) 

第15条 指定管理者が第11条第2項第1号ウの規定により行う第6条第1項の承認を受けた者

は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)

を納付しなければならない。 

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を

得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。 

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなけれ

ばならない。 

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

(一部改正〔平成17年条例57号〕) 

 

(利用料金の減免) 

第16条 指定管理者は、知事が定める基準に該当すると認めるときは、利用料金を減免す

ることができる。 

(一部改正〔平成17年条例57号〕) 

 

(利用料金の不還付) 

第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に該

当すると認めるときは、還付することができる。 

(一部改正〔平成17年条例57号〕) 

 

(指定管理者の事業報告) 

第18条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより事業報告書を作成し、

知事に提出しなければならない。 

(追加〔平成17年条例57号〕) 



 21

 

(委任) 

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

(一部改正〔平成2年条例9号・17年57号〕) 

 

附 則 

1 この条例は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において規則で定める日から

施行する。(昭和46年6月規則第31号で、同46年6月21日から施行) 

2 当分の間、別表コンテナ・フレート・ステーションの項利用料金の欄中「463円」とあ

るのは、「364円」とする。 

(全部改正〔昭和50年条例12号〕、一部改正〔昭和54年条例10号・58年14号・61年

21号・平成2年9号・5年11号・8年16号・11年21号・17年57号・26年39号・31年33

号〕) 

3 知事は、新たに第13条の規定により指定を行った場合は、当該指定に係る指定管理者が

第11条第2項に掲げる業務を開始する前においても、第15条第2項の規定による承認を行

うことができる。 

(追加〔平成20年条例49号〕) 

 

附 則(昭和48年3月23日条例第13号) 

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。 

 

附 則(昭和50年3月22日条例第12号) 

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。 

2 この条例の施行の際現に受けているコンテナ基地の使用の承認に係る使用料の額につ

いては、なお従前の例による。 

 

附 則(昭和54年3月22日条例第10号) 

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。 

2 この条例の施行前におけるコンテナ基地の使用に係る使用料については、改正後の静岡

県浜松内陸コンテナ基地の設置、管理及び使用料に関する条例附則第2項の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。 

 

附 則(昭和58年3月25日条例第14号) 

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。 

2 この条例の施行前におけるコンテナ基地の使用に係る使用料の額は、改正後の静岡県浜

松内陸コンテナ基地の設置、管理及び使用料に関する条例附則第2項及び別表の規定にか
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かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則(昭和61年3月24日条例第21号) 

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。 

2 この条例の施行前におけるコンテナ基地の使用に係る使用料の額は、改正後の静岡県浜

松内陸コンテナ基地の設置、管理及び使用料に関する条例附則第2項及び別表の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則(平成2年3月29日条例第9号) 

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(コンテナ・フレー

ト・ステーションの専用使用に係る部分を除く。)は、同年5月1日から施行する。 

 

附 則(平成5年3月29日条例第11号) 

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(コンテナ・フレー

ト・ステーションの専用使用に係る部分を除く。)は、同年5月1日から施行する。 

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前におけるコンテナ基地の使用に係る使用料

の額は、改正後の静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置、管理及び使用料に関する条例別

表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則(平成8年3月28日条例第16号) 

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(コンテナ・フレー

ト・ステーションの専用使用に係る部分を除く。)は、同年5月1日から施行する。 

 

附 則(平成11年3月19日条例第21号) 

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(コンテナ・フレー

ト・ステーションの専用使用に係る部分を除く。)は、同年5月1日から施行する。 

 

附 則(平成17年7月15日条例第57号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行

する。 

(準備行為) 

2 改正後の静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」と

いう。)第11条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例

の施行の日前においても、新条例第12条から第14条までの規定の例により行うことがで

きる。 
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(経過措置) 

3 この条例の施行前に改正前の静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置、管理及び使用料に関

する条例(以下「旧条例」という。)の規定により知事がした承認その他の行為(新条例第

11条第2項各号に掲げる業務に係るものに限る。)は、新条例の相当規定に基づいて、指

定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の指

定管理者をいう。以下同じ。)がした承認その他の行為とみなす。 

4 この条例の施行の際旧条例の規定により知事に対してされている申請その他の行為(新

条例第11条第2項各号に掲げる業務に係るものに限る。)は、新条例の相当規定に基づい

て、指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。 

5 新条例第15条第2項の規定による知事の承認があるまでの間は、新条例別表に定める額

を同項の規定により知事の承認を得た利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。)

の額とみなす。 

 

附 則(平成20年12月26日条例第49号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成26年3月28日条例第39号) 

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行

する。 

2 この条例の施行に伴って必要となる改正後の静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び

管理に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第2項の承認は、この条例の施行の日

前においても、新条例別表に定める額の範囲内で行うことができる。 

 

附 則(平成31年3月26日条例第33号) 

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施

行する。 

2 この条例の施行に伴って必要となる改正後の静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び

管理に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第2項の承認は、この条例の施行の日

前においても、新条例別表に定める額の範囲内で行うことができる。 
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別表(第15条関係) 

(全部改正〔平成2年条例9号〕、一部改正〔平成5年条例11号・8年16号・11年21号・

17年57号・26年39号・31年33号〕) 

利用料金 区分 

算定単位 金額 

貨物搬入の日から起

算して15日まで 

18円60銭

貨物搬入の日から起

算して16日以後30日

まで 

37円10銭

一般使用 

貨物搬入の日から起

算して31日以後 

1平方メートル1日に

つき 

74円40銭

コンテナ・フレー

ト・ステーション 

専用使用 1平方メートル1月に

つき 

463円

貨物搬入の日から起算して15日まで 5円80銭コンテナ・ヤード 

貨物搬入の日から起算して16日以後 

1平方メートル1日に

つき 8円90銭

1回につき 5,800円くん蒸棟 

1月間継続して使用

する場合は、1月につ

き 

46,000円

 

備考 

1 利用料金の算定については、使用した数量等が1平方メートル、1日若しくは1月に

満たないとき、又は使用した数量等に1平方メートル、1日若しくは1月に満たない端

数があるときは、それぞれ1平方メートル、1日又は1月に切り上げるものとする。 

2 1件の利用料金の額が100円に満たないときは、100円とする。 

3 1件の利用料金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。 
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静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成17年7月15日 

規則第65号 

静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。 

静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び管理に関する条例施行規則 

静岡県浜松内陸コンテナ基地管理規則(昭和46年静岡県規則第32号)の全部を改正する。 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は、静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び管理に関する条例(昭和46年

静岡県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(指定管理者の指定の申請書等) 

第2条 条例第12条第2項の規則で定める申請書は、別記様式によるものとする。 

2 条例第12条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 事業計画書 

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

(3) 法人にあっては法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票

の写し 

(4) 団体の組織、沿革及び事業の概要を記載した書類 

(5) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類 

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

(一部改正〔平成24年規則41号〕) 

 

(事業報告書) 

第3条 条例第18条の事業報告書は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載して

提出するものとする。 

(1) 静岡県浜松内陸コンテナ基地(以下「コンテナ基地」という。)の管理に関する業務

(以下「業務」という。)の実施状況 

(2) 業務に係る収支状況 

(3) コンテナ基地の利用状況 

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

 

(補則) 

第4条 この規則に定めるもののほか、コンテナ基地の管理に関し必要な事項は、別に定め

る。 
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附 則 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成24年7月6日規則第41号) 

この規則は、平成24年7月9日から施行する。 

 

附 則(令和元年7月1日規則第4号) 

1 この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日

(令和元年7月1日)から施行する。 

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式により提出されている申請書

等は、改正後のそれぞれの規則の相当する様式により提出された申請書等とみなす。 

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式により作成されている用紙は、

当分の間、調整して使用することができる。 
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別記様式(第2条関係)(用紙 日本産業規格A4縦型) 

(一部改正〔平成24年規則41号・令和元年4号〕) 

 

指定管理者指定申請書 

 

年  月  日  

 

  静岡県知事 氏名 様 

 

主たる事務所の所在地        

申請者 名称        

代表者の氏名              印  

(代表者の氏名を自署する場合は、押印は不要です。)   

 

 静岡県浜松内陸コンテナ基地の管理に関する業務を行いたいので、静岡県浜松内陸コン

テナ基地の設置及び管理に関する条例第12条第1項の規定により申請します。 

 

 添付書類 

  1 事業計画書 

  2 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

  3 法人にあっては法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票

の写し 

  4 団体の組織、沿革及び事業の概要を記載した書類 

  5 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類 

  6 その他知事が必要と認める書類 
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静岡県浜松内陸コンテナ基地管理運営要領 

 

 

第1章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び管理に関する条例（昭和46年静岡県条例第

６号。以下「条例」という｡）及び静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置及び管理に関する条例施行規則

（平成 17 年年静岡県規則第 65 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、静岡県浜松内陸コン

テナ基地（以下「コンテナ基地」という｡）の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要領で「指定管理者」とは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項及び

条例第11条に定める指定管理者をいう。 

２ この要領で「使用者」とは、指定管理者が条例第11条第２項第１号ウの規定により行う第６条第１項

の承認を受けた者をいう。 

３ この要領で「有料施設」とは、コンテナ・フレート・ステーション、コンテナ・ヤード及びくん蒸棟

をいう。 

４ この要領で「利用料金」とは、条例第15条第２項の定めるところに従い、条例別表に定める額の範囲

内において、乙があらかじめ静岡県知事の承認を得て定めた利用料金をいう。 

５ この要領で「入居団体」とは、コンテナ基地の事業推進に寄与するため、地方自治法第238条の４第

４項及び静岡県財産規則（昭和39年静岡県規則第14号）第46条第２項に基づき、行政財産（コンテナ

基地）の使用を許可した団体をいう。 

 （管理対象施設等） 

第３条 指定管理者が管理運営を行うコンテナ基地の土地、建物、工作物等は別表のとおりとする。 

 （開場時間の延長又は臨時の開場） 

第４条 指定管理者は、使用者から開場時間の延長（開場日における午前７時 30 分以前又は午後６時 30

分以後の開場をいう。以下同じ。）又は臨時の開場（休場日における開場をいう。以下同じ。）の申出が

あり、次のいずれかに該当すると認めるときは、条例第 11 条第３項の規定による知事の承認を受けた

のものとみなし、開場時間の延長又は臨時の開場を決定することができる。 

 (1) 通関、船積み手続等の都合により、使用者が開場時間外又は休場日において、業務を実施しなけれ

ばならない事由が生じたと認めるとき。 

 (2) 地震その他の災害等特別の事情により、使用者が開場時間内又は開場日内において業務を完了する

ことができなくなったと認めるとき。 

２ 指定管理者は、前項の規定により開場時間の延長又は臨時の開場を決定した場合には、速やかに知事

に報告しなければならない。 

 

第２章 管理運営業務 

第1節 有料施設 

 （有料施設の使用規定） 

第５条 指定管理者は、条例第11条第２項第１号ウ、エ及びオの規定に基づく業務を遂行するため、有料

施設の使用に関する規定を定めなければならない。 

 （利用料金の減免） 

第６条 条例第16条に規定する「知事が定める基準」とは、次の場合をいう。 

 (1) 地震等の災害及び特別の事情がある場合。 

 (2) その他公益上の理由から利用料金を徴収することが不適当であると指定管理者が認め、知事の承認

を得た場合。 

 （利用料金の還付） 

第７条 条例第17条ただし書に規定する「知事が定める基準」とは、次の場合をいう。 

 (1) 地震等の災害により使用が不能になったとき（地震等の災害が発生し、コンテナ基地の施設を災害

救援の支援施設として使用させる必要があり、使用承認を取り消した場合を含む｡)。 
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 (2) コンテナ基地の施設が、設備の故障等により使用不能となったとき。 

 (3) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。 

 (4) 使用者から、指定管理者が定める日までに、使用の取消しの申出があったとき。 

 

第２節 くん蒸棟 

 （くん蒸棟の使用要件） 

第８条 くん蒸棟の使用承認については、次の各号のいずれにも該当することを要件とする。 

 (1) くん蒸の対象物品が、外国貿易に関しくん蒸を必要とする輸出入品及びその容器包装（植物防疫法

（昭和25年法律第51号）第９条第１項の規定に基づく消毒としてのくん蒸を必要とする植物及び容

器包装を除く。）であること。 

 (2) くん蒸に伴う危害防止を図るため、植物検疫くん蒸における危害防止対策要綱（昭和43年4月 22

日付け43農政Ｂ第699号農林水産省農政局長通達。以下「要綱」という。）第６の規定に準じ、次の

いずれの事項にも適合する者がくん蒸を実施すること。 

  ア 植物検疫くん蒸統括責任者（要綱第１.１に規定する者をいう。以下同じ。）を設置し、要綱第２

に掲げる事務を適正に実施させている者であること。 

  イ ２名以上で作業班を編成している者であること。 

  ウ ガス検定器、防毒マスク、救急薬品等のくん蒸器材及び救急器材が十分整備されている者である

こと。 

  エ あらかじめ医療機関を指定し、万一の事故の際の応急処置体制を整備している者であること。こ

の場合において、指定した医療機関に必要な救急薬品が常備されており、かつ、「臭化メチル中毒

患者に対する処置について」(社団法人日本くん蒸技術協会(昭和56年３月))を常備している者に

ついては、当該救急薬品を整備する必要はないものとする。 

  オ 特定化学物質等作業主任者技能講習及び植物検疫くん蒸作業主任者専門講習実施要綱（昭和51

年３月５日付け51農蚕第483号農林水産省農産園芸局長通達）に基づき特定検疫くん蒸専門講習

において、倉庫くん蒸の専門課程を修了した植物検疫くん蒸作業主任者（以下「くん蒸作業主任者」

という。）を設置している者であること。 

  カ 植物検疫所長（支・出張所を含む。）の指示する危険防止対策及びくん蒸技術に関する調査を実施

できる体制の整備されている者であること。 

 （くん蒸作業に係る措置） 

第９条 くん蒸棟の使用者は、くん蒸作業の実施に当たって、次の措置を講じなければならない。 

 (1) くん蒸前 

  ア くん蒸実施方法、ガスの特性、中毒症状、緊急事態発生の際の措置（応急手当、医師への連絡等）

等危害防止上必要な事項を、くん蒸を実施する者（以下「くん蒸者」という。）を通じて、あらか

じめ入居団体、有料施設の使用者、指定管理者等（以下「入居団体等」という。）に十分説明して

おくこと。 

  イ くん蒸作業は、植物検疫くん蒸作業主任者の指揮監督のもとに行わせること。 

  ウ あらかじめ入居団体等及び植物検疫くん蒸作業主任者の間で、投薬時刻、開放時刻及び荷役開始

可能時刻の相互間の連絡方法について協議すること。 

  エ くん蒸棟内及び投薬場所の周囲にくん蒸者以外のものがいないことを確認すること。 

  オ 人の出入するおそれのある箇所には「くん蒸実施中・立入禁止」の表示をすること。 

  カ 扉、くぐり戸の施錠等開孔部の完全密閉とその確認を行うこと。 

  キ くん蒸器材及び救急器材の点検を行うこと。 

  ク 指定管理者と協力して、ガス循環装置その他くん蒸施設の点検を行うこと。 

 (2) くん蒸中 

  ア くん蒸者は、必ず防毒マスクを着用し、投薬前後の人数を確認すること。 

  イ 投薬後は、ガス漏れの有無を綿密に確認し、ガス漏れを認めた場合は速やかに防止措置を確実に

講ずること。 

  ウ 指定管理者と協力して、くん蒸中のガスの漏洩点検を定期的に行うこと。 

 (3) ガス開放時 
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  ア 周囲に有毒ガスが排出されることを入居団体等に知らせるとともに、抑制濃度以上のガスが拡散

される可能性ある範囲については、立入を禁止し、その旨を表示すること。 

  イ 風向、人家の有無及び周囲における作業の状況等を考慮し、安全を確認して開放すること。 

  ウ 開放作業に従事する者は、必ず防毒マスクを着用すること。 

 (4) 開放後 

  ア 投薬後のガス容器は、残存ガスの危険のないことを確認して必ず安全に処理すること。 

  イ 荷役作業の開始に先立って、作業場所のすみずみに至るまでガス濃度が抑制濃度以下であること

を確認すること。 

  ウ 「くん蒸実施中・立入禁止」の表示は、開放後安全が確認され次第、必ず撤去すること。 

  エ くん蒸作業がすべて終了した場合は、指定管理者に報告すること。 

 （くん蒸棟使用の経費負担） 

第10条 くん蒸棟の使用者は、次の経費等を負担する。 

 (1) くん蒸に要する薬品の代金及びその他の諸費用 

 (2) くん蒸施設及び備付器具を損傷又は滅失した場合、その修繕料、購入代金等 

 

第３節 トラック･スケール 

 （トラック・スケールの管理） 

第11条 指定管理者は、トラック・スケールの適正な管理運営の確保に努めるため、次に掲げる事項に留

意するとともに、使用に関する規定を定めなければならない。 

 (1) トラック・スケールの利用者は、原則としてコンテナ基地の有料施設の使用者に限る。 

 (2) トラック・スケールの利用料金は当分の間、無料とする。 

 (3) 計量証明の事業を行うため、計量法(平成４年５月法律第51号）第107条の規定に基づき知事の登

録を受けなければならない。 

 

第４節 維持管理業務 

 （施設の管理） 

第12条 指定管理者は、施設管理に関する規定を定めると共に、毎年度施設管理計画を策定し、適正な利

用に供するよう日常点検を行い、必要に応じて部品交換や補修・修繕を行い、施設設備、物品等の機能

の維持を図らなければならない。 

 （管理業務日誌等） 

第13条 指定管理者は、管理業務日誌及び施設修繕帳簿を作成し、必要に応じて、県等関係機関に提出し

なければならない。 

 （災害対策） 

第14条 指定管理者は、災害対策のため、防災・消防計画を策定して、浜松市、県、国等の防災業務所管

部署又は機関と協議を行うとともに、防災訓練を実施し、緊急時に備えなければならない。 

 （共益費の徴収） 

第15条 指定管理者は、有料施設の使用者及び入居団体から光熱水費等の共益費を徴収するため、共益費

の徴収に関する規定を定めなければならない。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成18年４月１日から施行する。 

２ 静岡県浜松内陸コンテナ基地内管理規程（平成２年４月１日施行）、静岡県浜松内陸コンテナ基地共益

費徴収規程（平成２年４月１日施行）、静岡県浜松内陸コンテナ基地消防計画規定（平成２年4月1日施

行）、静岡県浜松内陸コンテナ基地内各室の戸締り及び火気取締まり規程（平成２年４月１日施行）、静

岡県浜松内陸コンテナ基地トラック・スケール管理運営規程（平成２年４月１日施行）及び静岡県浜松

内陸コンテナ基地くん蒸施設管理運営要領（平成２年４月１日施行）は廃止する。 

３ この改正は、平成25年２月１日から施行する。 
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別表 

 (1) 土地 

  ア 所在番地  浜松市東区流通元町５番１号 

  イ 公簿面積  32,775.80 ㎡ 

  ウ 実測面積  32,921.24 ㎡ 

 

 (2) 建物 

番

号 
名称 種目 

構造 

規模 

建築年月

日 

建築面積 

延面積 

(㎡)  

備考 

１ 管理棟 事務所建 軽量鉄骨造 S46. 5.10
590 

588 

H10.1 月 

コントロール室(2 階、

97.4 ㎡)部分を撤去 

H23 

耐震補強工事実施 

２ 

コンテナ･フレー

ト･ステーション

（CFS１号棟） 

倉庫建 

 

軽量鉄骨造 

 

S46. 6.22
9,447 

9,064 

S54.2 月 

北側部分を増設

H23～24 

耐震補強工事実施 

H24 CFS 管理室撤

去 

３ 

コンテナ･フレー

ト･ステーション

（CFS２号棟） 

倉庫建 軽量鉄骨造 S48. 5. 1
1,888 

1,782 

H23 

耐震補強工事実施 

H26 

屋根修繕工事実施 

４ くん蒸棟 倉庫建 
鉄筋コンク

リート造 
S48. 5. 1

70 

70 
 

５ 
トラック・チェッ

ク・ブース 
事務所建 軽量鉄骨造 S46. 6.22

12 

12 
 

６ 車庫 雑屋建 軽量鉄骨造 S48. 5. 1
32 

32 
 

 

 (3) 工作物 

№ 名称 種目 構造 
設置 

年月日 
数量 備考 

１ 門扉 門・囲障 
鉄筋コンクリー

ト造・鉄骨造 
S46. 5.10 ２  

２ 旗竿 雑工作物 アルミニウム製 S46. 5.10 ３  

３ 
消火・火災報知機

器 
消火装置  

S46. 5.10

S46. 6.22

S48. 3.27

S48. 5. 1

H14. 3 

２ 

２ 

１ 

１ 

２ 

資料４に記載し

た消防防災設備

の一部 

４ 消火栓配管 消火装置 金属造 H11 ～ 14 １  

５ 冷凍コンセント 雑工作物  S47. 4. 8 ６  

６ 外柵 門・囲障  

S46. 5.10

H24.11.2

2 

１ 生垣を含む 

７ キュービクル 雑工作物  H24. 8.13 ２  

８ プロパン庫 雑工作物 ブロック造 S46. 5.10 １  

９ カーブミラー 諸標 鋼製 S54 ４  

10 物置 雑工作物 軽量鉄骨造 H9.7 １  

11 引込柱 電柱 コンクリート造 S46.5.10 １  

12 築庭 築庭  H3.6 １  

13 コンテナヤード 舗床 アスファルト敷 S46. 3 １  
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静岡県浜松内陸コンテナ基地コンテナヤード目的外使用基準 
 
１ 使用期間は休日等であって、貨物の搬出入の業務に支障のないこと。 
 
２ 公益財団法人静岡県コンテナ輸送振興協会、名古屋税関清水支署浜松出張所、および

当基地利用企業の業務に支障のないこと。 
 
３ 国、または地方公共団体が主催する催事であること。 
 
４ 公的団体(報道機関を含む。)が主催する催事で国、県または地元市町村が後援する場合

であって、当該後援団体から公共性、公益性が高いと認められ協力要請があること。 
 
５ 主催者が入場料を徴さないこと。 



 

 

 

 

４ 浜松内陸コンテナ基地 

主要施設平面図 

 



 



33



34



 35

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

管
理
棟
平
面
図

 



 35

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

管
理
棟
平
面
図

 



 36
 

く
ん
蒸
棟
平
面
図

 



 37

 

ト
ラ
ッ

ク
・
チ
ェ
ッ
ク
・
ブ
ー
ス
平
面
図

 

車
庫
平
面

図
 


